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Ｐ20004 

「官民による若手研究者発掘支援事業」基本計画 

 

フロンティア部 

 

１．制度の目的・目標・内容 

（１）制度の目的 

①政策的な重要性 

平成28年１月22日に閣議決定された第５期「科学技術基本計画」において、科学技術イノベーショ

ンの根幹を担う人材の力、イノベーションの源である多様で卓越した知を生み出す学術研究や基礎研究、

あらゆる活動を支える資金といった基盤的な力の強化が必須であり、このため、先行きの見通しが立ち

にくい時代を牽引する主役とも言うべき若手人材の育成・活躍促進中心に、基盤的な力の抜本的な強化

に向けた取組を進めることとされている。 

また、令和３年３月26日に閣議決定された第６期「科学技術・イノベーション基本計画」においても、

大学・国立研究開発法人等が有するイノベーションの源泉である知と社会ニーズとのマッチングを加速

化するため、産学官共同研究の推進や、若手研究者と産業界とのマッチングを強化することとされてい

る。 

令和元年６月 21日に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2019」において、シーズの創出力を

左右する我が国の基礎研究力の相対的な低下が懸念されていることから、研究力強化に必要な人材・資

金・環境の三位一体改革により、我が国の研究力を総合的・抜本的に強化するため、若手研究者のポスト

及び研究資金への重点化等の具体的な施策を行うこととされている。これに加え、破壊的イノベ―ショ

ンにつながるシーズ創出をより一層促すべく、従来の産学連携に加え、官民が協調して有望なシーズを

発掘し、これに取組む若手研究者を育成することも重要であることが示されている。 

また、令和６年６月４日に閣議決定された「統合イノベーション戦略2024」においても、次代を担う

自立した若手研究者の育成のため、大胆な資源配分、研究時間確保のための負担軽減、大学の有する知

的資源の価値化等に取り組んでいくことが求められている。 

令和元年６月11日に公表された産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委

員会「中間取りまとめ」において、短期的な成果が求められ出口志向の研究開発が増える中、大学を中心

とした基礎研究の弱体化が懸念され、次世代の産業を生み出す新たな非連続的な技術シーズの開拓・育

成等が必要であることが指摘されている。その上で、企業と大学の研究初期からのマッチング機会の充

実が期待され、官民一体となって次世代を担う若手研究者へのリソース配分を行う必要があることが提

言されている。 

さらに、令和２年１月、総合科学技術・イノベーション会議において策定された「研究力強化・若手研

究者支援総合パッケージ」において、多様な財源による博士人材のキャリアパスの拡大や大学等の共同

研究機能の外部化等によるオープンイノベーションの活性化の検討等の方向性が示された。 

また、令和６年６月４日に閣議決定された「統合イノベーション戦略2024」においても、創造的で多

様な人材の育成、教育の充実と活躍促進に向けた産学官での取組強化のために、共同研究を通じた民間

企業社員の博士号取得を推進することにより、博士人材の活躍による研究力やイノベーション創出の強

化を目指すとされている。 

加えて、令和７年４月17日に公表された産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 イノベーショ

ン小委員会「中間取りまとめ」において、世界においては産学連携を含め、寄付や基金運用等、多様な財

源を活用し、研究開発や人材等に戦略的に投資をすることで、科学力を含めた大学の価値を向上させ、
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グローバルに次の外部資金を呼び込んでいく、という成長の好循環を実現できた大学が益々競争力を高

めていることが指摘され、我が国も産学官が連携することにより、世界で競い成長する大学を実現する

必要があることが提言されている。 

 

②我が国の状況 

近年、国際的なイノベーションランキングや大学ランキング等で我が国の地位は相対的に低下してお

り、主要国における論文数シェアも量的・質的に順位を落としている。加えて、研究費全体に占める基礎

研究の割合についても他の主要国と比較して低い水準にあり、我が国の基礎研究力の弱体化が懸念され

ている。さらに、次世代を担う若手研究者が自律的に研究開発を実施するための環境の整備は不十分で

あり、技術が加速的に進歩していく中、我が国は他国が仕掛ける破壊的な市場変化に対応できない恐れ

がある。 

他方、産業界においては、投資リスクの高まり等から、基礎研究に比べ短期的に成果の出やすい応用

研究にシフトする企業が多い一方で、大学に対しては基礎研究の充実を期待する声が多い。しかしなが

ら、我が国における企業の総研究費に占める大学への研究費の拠出割合は主要国と比較して低く、産業

界が大学の機能・リソースを十分に活用できているとは言い難い状況であるため、有望な研究者と企業

をマッチングし、産学連携を加速させる仕組みの構築が重要である。 

また、別の観点として、企業に就職した博士人材が産業界のイノベーションに貢献している可能性が

あると言われている一方、企業からは、自社で求める分野と合っていないといった理由で、研究開発者

として博士人材を採用することに消極的な声も多く聞かれる。さらに、企業内外での教育・訓練によっ

て社内の研究開発者の能力を高める方が効果的、との声も多い。このため、企業と大学との共同研究等

を促進することで、大学の若手研究者が企業と接点を持つ機会を広げ、産業界に進むきっかけとなるこ

とや、企業の若手研究者が共同研究先の大学で研究を行い、博士号を取得することなど、人材の流動化・

高度化につながる可能性もある。 

我が国における産学連携については、大学と国内民間企業との共同・受託研究実績をみると、年々着

実に増加している※1。中には、大学と企業とで包括協定や包括連携契約を締結する事例も見られている。

しかし、大学等における１件当たり共同研究費は、依然８割程が 300 万円未満であり※1、大学の研究開

発支出における国内企業拠出割合に関する国際比較も著しく低く※2、産業界との大型連携を通じた企業

（産業界）からの資金導入の拡大と、研究・教育への戦略的再投資による好循環の実現は道半ばである。 

 

③世界の取組状況 

産学連携を通じたイノベーション創出に寄与する若手研究者の支援については、多くの国において、

その重要性が指摘され、事業が展開されている。 

欧州では、Horizon 2020で実施されているStarting GrantsとConsolidator Grantsが若手研究者育

成を目的としたものであり、英国では、主に産学連携や企業におけるイノベーション活動を支援する

Innovate UKの取り組みのなかで、Knowledge Transfer Partnerships（KTP）を展開している。この

KTPは、若手研究者等を対象として、企業と学術機関との連携を構築し、学術機関が有する知識やスキ

ル、技術を用いて、英国の産業界の競争力や生産性を高めることを目的としている。 

このほか米国では、2015年に遺伝子解析技術の劇的な進歩などが達成された一方で、若手研究者のグ

 
1 文部科学省「令和 5 年度 大学等における産学連携等実績状況について」 
2 OECD「Research and Development statistics」 
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ラント採択率の低下等の問題を抱える中、議会からの要請を受け、“NIH-Wide Strategic Plan 2016-2020”

が策定されている。 

また韓国や台湾では、行政機関が企業と連携して大学と契約することで、産学官連携による研究開発

支援や人材育成を推進している。 

 

④本制度のねらい 

本制度は、目的志向型の創造的な基礎又は応用研究を行う若手研究者を発掘し、実用化に向けた産学

連携体制での研究開発の実施を支援することにより、次世代のイノベーションを担う人材を育成すると

ともに、我が国における新産業の創出に貢献することを目的とする。 

 

 

（２）制度の目標 

①アウトプット目標 

本制度においては、次世代のイノベーションを担う人材を育成するとともに、技術シーズ・アイデア

を有する大学、公的研究機関等に所属する若手研究者と企業との共同研究等の形成を支援することで、

以下のアウトプット目標の達成を目指す。 

 

ｉ）共同研究組成型 

マッチングサポートフェーズにおいては、採択された若手研究者と企業とのマッチングを図るため

マッチングサポート業務を委託する外部機関（以降、マッチングサポート委託機関と記載）を伴走さ

せ、採択テーマのうち30％以上を企業との共同研究等の実施に繋げることを目標とする。 

また、共同研究フェーズにおいては、終了した研究開発テーマの終了時評価における「成果の実用

化に向けた取組及び見通し」の評価項目の４段階評点が最上位又は上位の区分となる比率を15％以上

とすることを目標とする。 

 

ｉｉ）契約学科型 

 補助事業期間終了時点において、当該研究開発テーマに参画した若手研究者１人当たりの学位論文

（またはこれに代わる研究成果物）件数を平均１件以上とすることを目標とする。 

 

②アウトカム目標 

ｉ）共同研究組成型 

共同研究フェーズ終了後から５年後の時点で、実用化に至った研究開発テーマが採択件数の 7.5％

以上となることを目標とする。 

 

ｉｉ）契約学科型 

補助事業期間終了後５年後の時点で、実用化に至った研究開発テーマが採択件数の7.5％以上になる

ことを目標とする。 

 

 

（３）制度の内容 

①制度の概要 

目的志向型の創造的な基礎又は応用研究を行う若手研究者を発掘し、実用化に向けた産学連携体制で

の研究開発の実施を支援する。マッチングサポートフェーズにおいては、大学等に所属する若手研究者
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と企業とのマッチングを伴走型で支援する。共同研究フェーズにおいては、大学等の若手研究者と企業

との共同研究等による研究開発を積極的に支援する。また、共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣

型）においては、企業に所属する若手研究者が大学等の博士（後期）課程に入学し、共同研究等による研

究開発を行うものを支援する。契約学科型については、産学が学位プログラム（契約学科）を協力して設

置・運営しつつ、産学連携による研究開発を行うものを支援する。これらにより、大学等と企業との連携

を促進し、官民協調による若手研究者の発掘及び育成の実現を目指す。 

 

［補助事業・委託事業］ 

共同研究等による研究開発を実施する若手研究者が在籍する大学、公的研究機関、企業等へは補助、

マッチングサポートを実施する外部機関へは委託とする。 

補助事業の実施期間は、マッチングサポートフェーズ、共同研究フェーズをあわせ、最大５年とす

る。ただし、マッチングサポートフェーズの実施期間は最大２年とし、マッチングサポートフェーズ

から共同研究フェーズへ進む場合には、ステージゲート審査を実施する。また、共同研究フェーズ（企

業人材博士課程派遣型）の実施期間は最大３年とする。契約学科型の実施期間は、最大６年度とする。 

 

  ｉ）共同研究組成型 

ａ）マッチングサポートフェーズ 

大学、公的研究機関等に所属する若手研究者が、目的志向型の創造的な基礎又は応用研究を実施

するものについて、企業との共同研究等の実施に向けたマッチングに係る支援を行う。 

・１テーマあたりの事業規模：10百万円以内／年 

・１テーマあたりの実施期間：最大２年 

・補助率：定額 

・マッチングサポート委託機関の選定・予算規模については、事業規模を考慮した上、別途企画競

争により決定する。 

 

ｂ）共同研究フェーズ 

大学、公的研究機関等に所属する若手研究者が、企業との共同研究等を実施することを条件とし

て、目的志向型の創造的な基礎又は応用研究を実施するものについて補助する。 

・１テーマあたりの事業規模：60百万円以内／年 

（ただし、NEDOからの補助金は、１テーマあたり30百万円以内

／年） 

・１テーマあたりの実施期間：最大５年（ただし、２年を超えるテーマは中間評価を実施する。） 

・補助率：1/2以内 

 

ｃ）共同研究フェーズ（スタートアップ課題解決支援型） 

2022年度補正予算による「若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業」においては、研

究開発型スタートアップとの共同研究等を実施することを条件とし、以下の通りとする。 

・１テーマあたりの事業規模：20百万円以内／年 

・１テーマあたりの実施期間：補助金の交付決定から原則2023年度末まで 

・補助率：定額 

 

ｄ）共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型） 
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企業と大学等が共同研究フェーズにおいて補助事業を実施している場合に、当該企業に所属する

若手研究者が当該大学等の博士（後期）課程に入学し、共同研究フェーズでの事業成果の実用化が

加速すると考えられる目的志向型の創造的な基礎又は応用研究を実施するものについて補助する。 

・１テーマあたりの事業規模：10百万円以内／年 

（ただし、NEDOからの補助金は、補助対象となる若手研究者が所

属する企業が本テーマの実施にあたり支出する経費の 1/2 とし、１

テーマあたり５百万円以内／年。なお、本フェーズにおいては、博

士（後期）課程に在学して研究開発を実施する若手研究者１名につ

き１テーマとする。） 

・１テーマあたりの実施期間：最大３年かつ主任研究者となる若手研究者が博士（後期）課程に在

学する期間内（ただし、２年を超えるテーマは中間評価を実施する。） 

・補助率：1/2以内 

 

ｉｉ）契約学科型 

企業が資金及び人的資源の提供等を通じて、大学等の研究に主体的に参画し、学位プログラムを

大学等と協力して設置・運営することで、産学連携による目的志向型の創造的な基礎又は応用研究

を実施しつつ、産学連携を志向する若手人材もあわせて育成する枠組みについて補助する。 

・１テーマあたりの事業規模：900百万円以内（総額） 

（ただし、NEDO からの補助金は、１テーマあたり 600 百万円以内

（総額）、かつ、100百万円以内／年） 

・１テーマあたりの実施期間：最大６年度（ただし、補助事業期間内に外部有識者による中間評価 

等を実施する。） 

・補助率：2/3以内 

 

②対象事業者 

本制度の新規採択事業者は、以下の要件を満たすこととする。 

・共同研究フェーズ、マッチングサポートフェーズ、共同研究フェーズ（スタートアップ課題解決支

援型）においては、日本国内に所在する大学、公的研究機関等であること。共同研究フェーズ（企

業人材博士課程派遣型）においては、日本国内に登記されている企業（その事業活動に係る主たる

技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有するもの）であること。契約学科型においては、

日本国内に所在する大学等であること。 

・補助事業である共同研究フェーズ、マッチングサポートフェーズ、共同研究フェーズ（スタートア

ップ課題解決支援型）における主任研究者は、大学、公的研究機関等に在籍する研究者で、補助事

業の開始年度の４月１日時点において、博士号の学位の取得者であり、かつ45歳未満であること。

共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型）における主任研究者は、共同研究フェーズにおいて

補助事業を実施する大学等の若手研究者と共同研究等を実施する企業等に在籍する研究者で、補助

事業の開始年度の４月１日時点において、45歳未満であること。契約学科型における主任研究者は、

大学等に在籍すること。 

・共同研究フェーズ、マッチングサポートフェーズ、共同研究フェーズ（スタートアップ課題解決支

援型）における登録研究員は、大学、公的研究機関等に在籍する研究者又は学生で、補助事業の開

始年度の４月１日時点において、博士号の学位を取得又は研究開発能力を有していることを所属部

署等の長から認められた者であり、かつ45歳未満であること。契約学科型における登録研究員に、
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補助事業の開始年度の４月１日時点において、45歳未満である大学等に在籍する学生又は博士研究

員等を登録すること。・共同研究フェーズにおいては、企業との共同研究契約等の締結が可能であり、

共同研究等を実施できる体制が確認できること。共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型）に

おいては、大学等との共同研究契約等の締結が可能であり、共同研究等を実施できる体制が確認で

きること。契約学科型においては、学位プログラムを産学が協力して設置・運営するとともに、産

学連携による研究開発を実施できる体制が確認できること。 

 

 

２．制度の実施方式 

（１）制度の実施体制 

本制度では、プロジェクトマネージャー（テーマ公募型事業）（以下「PMgr」という。）を指名する。

PMgr は、制度の成果・効果を最大化させるため、実務責任者として担当制度全体の進行を計画・管理

し、制度遂行にかかる業務を統括する。 

本制度は、NEDOが単独ないし複数の日本国内の大学、公的研究機関等、または日本国内に登記され

ている企業から、公募によって研究開発テーマ及び研究開発実施者を選定し、補助により実施する。ま

た、マッチングサポートフェーズにおいては、提案されたテーマについて、企業との共同研究等に繋げ

るためのマッチングサポートを実施する。マッチングサポートについては、外部への委託により実施す

る。 

 

 ｉ）共同研究組成型 

  ａ）マッチングサポートフェーズ 
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  ｂ）共同研究フェーズ 

 

 

 

 

  ｃ）共同研究フェーズ（スタートアップ課題解決支援型） 

 

 

 

  ｄ）共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型） 
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 ｉｉ）契約学科型 

 

 

 

（２）制度の運営管理 

本制度の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。マッチングサポートフェーズにおける

支援においては、企業との共同研究等の実施に繋げるため、研究シーズの発信や知財に係る研修等のマ

ッチングサポート業務を委託により実施する。実施にあたっては採択テーマのみならず、不採択となっ

たテーマについても可能な支援を実施する。具体的に以下の事項について運営管理を実施する。 

 

①研究開発テーマ及びマッチングサポート業務の公募・採択 

ｉ）ホームページ等のメディアの最大限の活用等により公募を実施する。また、公募に際しては、機

構のホームページ上に、公募開始前（緊急的に必要なものであって事前の周知が不可能なものを

除く）には公募に係る事前の周知を行う。また、地方の提案者の利便にも配慮し、地方での公募

説明会を積極的に開催する。 

ｉｉ）機構外部からの幅広い分野の優れた専門家・有識者の参画による、客観的な審査基準に基づく

公正な選定を行う。 

ｉｉｉ）公募締切から原則90日以内での採択決定を目標とし、事務の合理化・迅速化を図る。 

ｉｖ）選定結果の公開と不採択案件応募者に対する明確な理由の通知を行う。 

ｖ）必要に応じ、年間複数回の公募及び採択を行う。 

 

②研究開発テーマの評価 

 ⅰ）共同研究組成型 

ａ）マッチングサポートフェーズ 

マッチングサポートフェーズの研究開発テーマについては、外部有識者による中間評価により、

２年目以降の事業の内容を審査する場合がある。マッチングサポートフェーズの期間中に企業との

共同研究等の形成に至った場合は、外部有識者によるステージゲート審査を行い、共同研究フェー

ズでの事業実施の可否を審査する。 

 

ｂ）共同研究フェーズ 

共同研究フェーズの期間が２年を超える研究開発テーマについては、外部有識者による中間評価

により、３年目以降の事業継続の可否を審査する。 



9 

 

共同研究フェーズを終了した研究開発テーマについては、外部有識者による終了時評価により、

成果の実用化に向けた取組及び見通し等を評価する。 

 

ｃ）共同研究フェーズ（スタートアップ課題解決支援型） 

2022年度補正予算による「若手研究者によるスタートアップ課題解決支援事業」は、大学等に所

属する若手研究者が、研究開発型スタートアップ等と初期的な共同研究等を実施し、スタートアッ

プが事業推進や新事業創出等にあたって直面する技術的課題の解決を目指すものを支援すること

を目的としているため、事業成果の実用化に向けた外部有識者による評価は実施しない。 

 

ｄ）共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型） 

共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型）の期間が２年を超える研究開発テーマについては、

外部有識者による中間評価により、３年目の事業継続の可否を審査する。 

共同研究フェーズ（企業人材博士課程派遣型）を終了した研究開発テーマについては、外部有識

者による終了時評価により、共同研究フェーズでの成果の実用化を促進する効果等を評価する。 

 

ｉｉ）契約学科型 

契約学科型については、補助事業期間内に外部有識者による中間評価等を実施し、テーマ継続の可

否を判断する。 

契約学科型を終了した研究開発テーマについては、外部有識者による終了時評価により、成果の実

用化に向けた取組及び見通し等を評価する。 

 

 ③「NEDO先導研究プログラム／未踏チャレンジ」との連携 

本事業の目標達成に向け、「NEDO先導研究プログラム／未踏チャレンジ」との連携を図る。具体的

には、「NEDO先導研究プログラム／未踏チャレンジ」を実施した事業者のうち、中間評価を通過し事

業を終了した事業者については、ステージゲート審査の通過をもって、マッチングサポートフェーズの

採択とする。 

 

④制度改善に向けた取組 

 事業改善に向けた調査活動等を必要に応じて実施する。なお、調査の効率化の観点から、本制度におい 

て委託事業として実施する。 

 

 

３．制度の実施期間 

本制度は2020年度から実施する。 

 

 

４．制度評価に関する事項 

NEDOは、技術評価実施規程に基づき、政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来の産業への

波及効果、効果的な制度運営等の観点から、制度評価を実施する。 

なお、評価時期については、中間評価を2022年度に行うこととし、最後の中間評価の実施から、概ね３

年後を目処に、改めて中間評価を行う。また、制度が終了した時には、その翌年度に終了時評価を行う。た

だし、評価時期は、技術動向、政策動向や本制度の進捗状況等に応じて、適宜見直すものとする。 
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また、評価結果を踏まえ、必要に応じて制度の拡充・縮小・中止等の見直しを迅速に行う。 

 

 

５．その他重要事項 

（１）基本計画の変更 

NEDO は、制度内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発動向、政策動向、

評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、

研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（２）根拠法 

本制度は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第３号及び第９号に基づ

き実施する。 

 

 

６．基本計画の改定履歴 

（１）2020年１月 制定 

（２）2020年10月 改定（対象事業者の変更） 

（３）2021年８月 改定（部署名変更、補助率の記載方法の変更、対象事業者の変更） 

（４）2022年３月 改定（制度の実施期間の変更、一部表記の修正） 

（５）2023年１月 改定（政策の追記、制度評価結果の反映、補正予算事業の追記、） 

（６）2024年２月 改定（政策の追記、事業規模の説明補足、PMgrの記載修正、テーマ評価の説明補足） 

（７）2024年９月 改定（部署名の変更、政策の追記、一部事業の追加、対象事業者の変更） 

（８）2025年３月 改定（一部表記の修正） 

（９）2025年７月 改定（調査に関する追記） 

（10）2026年３月 改定（政策の追記、一部事業の追加、一部表記の修正） 


